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【 関 税 関 係 】 







関税関係（案） 


 


１ 個別品目の関税率の改正 


「しょうが（生鮮のもの以外のもの）(ＨＳ0910.10-2-(2)ex)」及び「主


として香料用、医療用等に供するその他の植物(ＨＳ1211.90-4ex)」のうち


の漢方薬原料（別紙１）並びにふっ化水素(ＨＳ2811.11)について、基本税


率を無税とする。 


 


２ 暫定税率等の適用期限の延長 


平成23年度末に適用期限が到来する暫定税率（415品目）、特別緊急関税制


度及び牛肉等に係る関税の緊急措置（牛肉についての発動基準の特例を含


む。）の適用期限を１年延長する。 


 


３ 特恵関税制度に係る改正 


  産品の競争力に基づく国別・品目別特恵適用除外措置により、別紙２の


産品を特恵適用の対象から除外する。 


  コソボを特恵受益国に追加する。 


  英領アンギラ地域、英領ヴァージン諸島地域、英領ジブラルタル地域、


英領タークス及びカイコス諸島地域、英領フォークランド諸島及びその附


属諸島地域、スペイン領カナリー諸島地域並びにスペイン領セウタ及びメ


リリア地域を特恵受益国・地域から除外する。 


 


４ 通関関係書類の簡素化 


ペーパーレス化を推進するため、輸出入申告に際し提出を義務付けている


仕入書について、必要な場合にのみ提出を求めることとし、これを提出しな


い場合の保存義務を課す等、所要の措置を講ずる。 


（注）上記の改正は、平成24年７月１日から適用する。 
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５ 免税コンテナーの国内運送への使用に係る条件等の緩和 


再輸出されることを条件として関税及び消費税の免除を受けて輸入され


るコンテナーについて、国内運送に係る条件を廃止し（現行１回限りとして


いる制限を撤廃する等）、再輸出までの期間を延長する（現行３月を１年）。 


 


６ 海上コンテナー貨物に係る積荷情報の事前報告制度の早期化、詳細化及び


電子化 


我が国に入港しようとする船舶に積み込まれた海上コンテナー貨物に係


る積荷情報について、原則として当該コンテナー貨物の積出港を当該船舶が


出港する24時間前に、詳細な情報を、電子的に報告することを義務付ける。 


（注）上記の改正は、法律の公布の日から２年を超えない範囲内において政令


で定める日から適用する。 


 


７ 外国税関当局との情報交換の拡充 


我が国が外国税関当局と交換する情報について、双方において刑事手続に


使用することができるよう制度を整備する。 


 


８ 両罰規定に係る公訴時効期間の見直し 


違反行為者とともに法人等を処罰する場合において、法人等に対する公訴


時効期間を違反行為者に対する公訴時効期間と同一とする。 
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【別紙１】 


基本税率を無税とする漢方薬原料（生薬） 


  


生薬名 主な原材料 


イレイセン サキシマボタンヅルの茎、根 


インチンコウ カワラヨモギの花 


インヨウカク イカリソウの葉、茎 


ウヤク テンダイウヤクの根 


エイジツ ノイバラの果実 


エンゴサク コリュダリス・トゥルトスカニノヴィイの茎 


オウギ キバナオウギの根 


オウゴン コガネバナの根 


オウセイ ナルコユリの茎 


オウバク キハダの樹皮 


オウヒ ヤマザクラの樹皮 


オウレン オウレンの茎 


カゴソウ ウツボグサの花 


カシ ミロバランの果実 


カシュウ ツルドクダミの根 


ガジュツ ガジュツの茎 


カロコン オオカラスウリの根 


カロニン オオカラスウリの種子 


カンキョウ ショウガ 


カントウカ フキタンポポの花 


キキョウ キキョウの根 


キササゲ キササゲの果実 


キジツ ダイダイの果実 


キョウカツ ノトプテリュギウム・インキスムの茎、根 


キンギンカ スイカズラの花 


クコシ クコの果実 


クコヨウ クコの葉 


クジン クララの根 


ケイガイ ケイガイの花 


ケイシ カシアの茎 


ケツメイシ エビスグサの種子 


ケンゴシ アサガオの種子 


ゲンジン ゲンジンの根 


ゲンノショウコ ゲンノショウコの葉、茎 


コウブシ ハマスゲの茎 


コウボク ホオノキの樹皮 


コウホン コウホンの茎、根 


ゴシツ トウイノコズチの根 


ゴシュユ ゴシュユの果実 


ゴボウシ ゴボウの果実 


ゴミシ チョウセンゴミシの果実 


サイコ ミシマサイコの根 
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生薬名 主な原材料 


サイシン ウスバサイシンの茎、根 


ザクロヒ ザクロの果皮 


サンキライ ケナシサルトリイバラの茎 


サンザシ サンザシの果実 


サンシシ クチナシの果実 


サンシュユ サンシュユの果実 


サンズコン ソフォラ・スブプロストラタの茎、根 


サンソウニン サネブトナツメの種子 


ジオウ アカヤジオウの根 


シオン シオンの茎、根 


シゴカ エゾウコギの茎、根 


ジコッピ クコの根 


シコン ムラサキの根 


シソシ シソの果実 


シツリシ ハマビシの果実 


シテイ カキノキのがく 


シャクヤク シャクヤクの根 


ジャショウシ オカゼリの果実 


シャジン サイヨウシャジンの根 


シャゼンシ オオバコの種子 


シャゼンソウ オオバコの葉、茎、根 


ジュウヤク ドクダミの葉、茎 


シュクシャ アモムム・クサンティオイデスの種子 


ショウキョウ ショウガ 


ショウマ ショウマの茎 


シンイ コブシの花 


セキショウコン セキショウの茎 


セッコク セッコク属植物の葉、茎 


センキュウ センキュウの茎 


ゼンコ ノダケの根 


センコツ コウホネの茎 


ソウジュツ シナオケラの茎 


ソウハクヒ マグワの根 


ソボク スオウの心材 


ソヨウ シソの葉 


ダイフクヒ ビンロウの果皮 


タクシャ サジオモダカの茎 


タラコンピ タラノキの根 


タンジン タンジンの根 


タンチクヨウ ササクサの葉、茎、根 


チクジョ マダケの茎 


チモ ハナスゲの茎 


チユ ワレモコウの茎、根 


チョウトウコウ カギカズラの茎 


チョレイ チョレイマイタケの菌核 


テンナンショウ マイヅルテンナンショウの茎 
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生薬名 主な原材料 


テンマ オニノヤガラの茎 


テンモンドウ クサスギカズラの根 


トウガシ トウガンの種子 


トウキ トウキの根 


トウジン ヒカゲノツルニンジンの根 


トウチュウカソウ フユムシナツクサタケの子実体 


トウドクカツ シシウドの根 


ドクカツ ウドの茎 


トシシ ネナシカズラの種子 


トチュウ トチュウの樹皮 


ナンテンジツ ナンテンの果実 


ニクジュヨウ オニクの茎 


ニンドウ スイカズラの葉、茎 


バイモ アミガサユリの茎 


バクモンドウ ジャノヒゲの根 


ハゲキテン モリンダ・オフィキナリスの根 


ハッカ ハッカの葉、茎 


ハマボウフウ ハマボウフウの茎、根 


ハンゲ カラスビシャクの茎 


ビャクゴウ オニユリの葉 


ビャクシ ヨロイグサの根 


ビャクジュツ オケラの茎 


ビワヨウ ビワの葉 


ブクリョウ マツホドの菌核 


ブシ ハナトリカブトの根 


ヘンズ フジマメの種子 


ボウイ オオツヅラフジの茎 


ボウコン チガヤの茎 


ボウフウ ボウフウの茎、根 


ホコツシ オランダビユの果実 


ボタンピ ボタンの根 


マンケイシ ハマゴウの果実 


モクツウ アケビの茎 


ヤクチ ヤクチの果実 


ヤクモソウ メハジキの葉、茎 


ヨウバイヒ ヤマモモの樹皮 


リョウキョウ アルピニア・オフィキナルムの茎 


レンギョウ レンギョウの果実 


レンセンソウ カキドオシの葉、茎、根 


ロートコン ハシリドコロの茎、根 


ワキョウカツ ウドの根 
（注） １．乾燥したもので、砕き又は粉状にしていないもの（カンキョウ及びショウキョウにあっては全形のもの）に限る。 


    ２．上記文言については、法技術的観点から今後変更があり得る。 
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【別紙２】 


産品の競争力に基づく国別・品目別特恵適用除外措置 


 


① 農水産品 


関税率表


番号 
主な品名 原産国


協定 


税率 


特恵


税率


2005.99-


2-(4)-(A


)-(b) 


調製し又は保存に適する処理をしたその


他の野菜（冷凍してないものに限るものと


し、食酢又は酢酸により調製し又は保存に


適する処理をしたもの及び第20.06項の物


品を除く。）（その他のもののうち、にんに


くの粉を除く。） 


中国 12% 9.6%


 


② 鉱工業産品 


関税率表


の項番号 


(ＨＳ4桁) 


主な品名 原産国
協定 


税率 


特恵


税率


28.11 その他の無機酸及び無機非金属酸化物 中国 3.3%～


3.6% 


無税


65.04 帽子 中国 4.4% 無税


70.07 安全ガラス 中国 3.5% 無税


90.04 視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡 中国 5.3% 無税
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社会保障・税一体改革成案について 


 


 


平成 23 年７月１日 


閣 議 報 告 


 


 


社会保障・税一体改革成案（平成 23 年６月 30 日政府・与党社会保障改


革検討本部決定）を別紙のとおり報告する。 
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社会保障・税一体改革成案 


 
平成２３年６月３０日 


政府・与党社会保障改革検討本部決定 


 


 


はじめに 


 


社会保障と税の一体改革については、平成 22 年 10 月に政府・与党社会保障改


革検討本部を設置し、以来、同年 11 月から 12 月にかけて社会保障改革に関する


有識者検討会を開催、本年2月から6月にかけては社会保障改革に関する集中検


討会議を開催するなど、精力的に議論を進めてきた。また、この間、与党（民主党・


国民新党）においても、民主党社会保障と税の抜本改革調査会等において議論を


深め、報告の取りまとめ等を行ってきた。 


本成案は、「社会保障改革の推進について」（平成22年12月14日閣議決定）（別


紙１）に基づき、政府・与党におけるこれらの集中的な検討の成果をもとに、社会保


障と税の一体改革の具体的方向について取りまとめたものである。政府・与党に


おいては、本成案に基づき更に検討を進め、その具体化を図ることとする。 


この改革の実現のためには、立場を超えた幅広い議論の上に立った国民の理


解と協力が必要であり、本成案をもって野党各党に社会保障改革のための協議を


提案し、参加を呼び掛ける。 


本年3月11日に発生した東日本大震災は、我が国に未曽有の被害をもたらした。


この国難を克服していくためには、単なる災害復旧にとどまらず、活力ある日本の


再生を視野に入れた復興のための施策を推進していく必要がある。このため、被


災地・被災者に十分に配慮し、社会保障・税一体改革については、復興対策との両


立を図りつつ取り組むものとする。この中で、未来志向の見地から、被災地を少子


高齢化が進む日本の先進的モデルとしていく。 
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Ⅰ 社会保障改革の全体像 


 


１ 社会保障改革の基本的考え方 ～「中規模・高機能な社会保障」の実現を目指して 


 


現行の社会保障制度の基本的枠組みが作られた1960年代以降今日まで、①非


正規雇用の増加等の雇用基盤の変化、②地域・家族のセーフティネット機能の減


退、③人口、とりわけ現役世代の顕著な減少、④高齢化に伴う社会保障に関わる


費用の急速な増大、⑤経済の低迷、デフレの長期化等厳しい経済・財政状況、⑥


企業のセーフティネット機能の減退、といった社会経済諸情勢の大きな変化が生じ


ている。 


これらを踏まえ、国民の自立を支え、安心して生活ができる社会基盤を整備する


という社会保障の原点に立ち返り、その本源的機能の復元と強化を図っていくこと


が求められている。 


社会保障改革を行うに当たっては、社会保障国民会議、安心社会実現会議以来


の様々な議論の積み重ねを尊重し、昨年 12 月の社会保障改革に関する有識者検


討会報告で示された「３つの理念」（①参加保障、②普遍主義、③安心に基づく活


力）や「５つの原則」（①全世代対応、②未来への投資、③分権的・多元的供給体制、


④包括的支援、⑤負担の先送りをしない安定財源）を踏まえたものとしていくことが


重要である。 


まず、セーフティネットに生じたほころびや格差の拡大などに対応し、所得の再


分配機能の強化や家族関係の支出の拡大を通じて、全世代を通じた安心の確保


を図り、かつ、国民一人ひとりの安心感を高めていく。このため、セーフティネット


から抜け落ちていた人を含め、すべての人が社会保障の受益者であることを実感


できるようにしていく。制度が出産・子育てを含めた生き方や働き方に中立的で選


択できる社会、雇用などを通じて参加が保障される社会、子どもが家族や社会と関


わり良質な環境の中でしっかりと育つ社会を目指す。 


社会保障は国民が支え合いの仕組みに積極的に参加することで強固なものと


なっていくが、そのためには、サービスの不足、就職難、ワーキングプア、社会的


疎外、虐待などの国民が直面する現実の課題に立ち向かい、情報開示や必要な


効率化などの質の向上を図りつつ、より公平・公正で自助・共助・公助の 適なバ


ランスによって支えられる社会保障制度に改革をしていく。支援を必要とする人の


立場に立った、包括的な支援体制を構築し、また、地域で尊厳を持って生きられる
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よう支える医療・介護が実現した社会を目指す。 


そして、より受益感覚が得られ、納得感のある社会保障の実現を目指し、国民皆


保険・皆年金を堅持した上で、給付と負担のバランスを前提として、それぞれ


OECD 先進諸国の水準を踏まえた制度設計を行い、中規模・高機能な社会保障体


制を目指す。 


以上のような改革の基本的考え方にたち、必要な社会保障の機能強化を確実に


実施し、同時に社会保障全体の持続可能性の確保を図るため、以下の諸点に留意


しつつ、制度全般にわたる改革を行う。 


① 自助・共助・公助の 適バランスに留意し、個人の尊厳の保持、自立・自助


を国民相互の共助・連帯の仕組みを通じて支援していくことを基本に、格差・


貧困の拡大や社会的排除を回避し、国民一人一人がその能力を 大限発揮


し、積極的に社会に参加して「居場所と出番」を持ち、社会経済を支えていくこ


とのできる制度を構築する。 


② 必要な機能の充実と徹底した給付の重点化・制度運営の効率化を同時に行


い、真に必要な給付を確実に確保しつつ負担の 適化を図り、国民の信頼に


応え得る高機能で中長期的に持続可能な制度を実現する。 


③ 給付・負担両面で、世代間のみならず世代内での公平を重視した改革を行  


う。 


④ 社会保障・財政・経済の相互関係に留意し、社会保障改革と財政健全化の


同時達成、社会保障改革と経済成長との好循環を実現する。 


⑤ 国民の視点で、地方単独事業を含む社会保障給付の全体像を整理するとと


もに、地域や個人の多様なニーズに的確に対応できるよう、地方の現場にお


ける経験や創意を取り入れ、各種サービスのワンストップ化をはじめ制度の


簡素化や質の向上を推進する。 


 


 


２ 改革の優先順位と個別分野における具体的改革の方向 


 


（１） 改革の優先順位 


 厚生労働省案に示す「社会保障制度改革の基本的方向性」（１．全世代対応


型・未来への投資、 ２．参加保障・包括的支援（全ての人が参加できる社会）、 


３．普遍主義、分権的・多元的なサービス供給体制、 ４．安心に基づく活力）を 







 


4 
 


踏まえ、 


① 子ども・子育て支援、若者雇用対策 


② 医療・介護等のサービス改革 


③ 年金改革 


④ 制度横断的課題としての「貧困・格差対策（重層的セーフティネット）」「低所得


者対策」  


についてまず優先的に取り組む。  


 


（２） 個別分野における具体的改革 


個別分野における具体的改革項目については、 


① 5 月 23 日及び 30 日に総理から示された「安心」３本柱、「支え合い」３本柱、


「成長」３本柱について、着実な実行を図る。 


② 負担と給付の関係が明確な社会保険（＝共助・連帯）の枠組みの強化による


機能強化を基本とする。 


③ ①及び②を前提に、社会の分断・二極化、貧困・格差の再生産の防止の観


点から、社会保険制度において適用拡大や低所得者対策を実施するなどによ


り、セーフティネット機能の強化を図る。 


④ 世代間のみならず、世代内（特に高齢世代内）での公平の確保、所得再分 


配機能の強化を図る観点から、給付・負担両面での見直しを行う。 


⑤ 医療・介護・保育等のサービス分野における多様な主体の参加、「新しい公


共」の創出など、成長に貢献し、地域に根ざすサービス提供体制の実現を図


る。 


といった点を基本に、必要な機能の充実と徹底した給付の重点化・制度運営の


効率化を同時に実施する。 


 


  個別分野ごとの充実項目、重点化・効率化項目の内容及び改革の工程は、


別紙２「社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」の欄 A～C に示すとおりで


あり、各改革項目の記述に当たっては、可能な限り具体的な数値目標を示すと


ともに、成長戦略に関係の深い項目についてはその旨付記した。 


 


＜個別分野における主な改革項目（充実／重点化・効率化）＞ 


Ⅰ 子ども・子育て 
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  ○ 子ども・子育て新システムの制度実施等に伴い、地域の実情に応じた保


育等の量的拡充や幼保一体化などの機能強化を図る。 


   ・ 待機児童の解消、質の高い学校教育・保育の実現、放課後児童クラブの


拡充、社会的養護の充実 


   ・ 保育等への多様な事業主体の参入促進、既存施設の有効活用、実施体


制の一元化 


 


Ⅱ 医療・介護等 


  ○ 地域の実情に応じたサービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化を


図る。そのため、診療報酬・介護報酬の体系的見直しと基盤整備のための


一括的な法整備を行う。 


   ・ 病院・病床機能の分化・強化と連携、地域間・診療科間の偏在の是正、予


防対策の強化、在宅医療の充実等、地域包括ケアシステムの構築・ケア


マネジメントの機能強化・居住系サービスの充実、施設のユニット化、重


点化に伴うマンパワーの増強 


・ 平均在院日数の減少、外来受診の適正化、ＩＣＴ活用による重複受診・重


複検査・過剰薬剤投与等の削減、介護予防・重度化予防 


 ○ 保険者機能の強化を通じて、医療・介護保険制度のセーフティネット機能


の強化・給付の重点化などを図る。 


  a) 被用者保険の適用拡大と国保の財政基盤の安定化・強化・広域化 


   ・ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、市町村国保の財政運営


の都道府県単位化・財政基盤の強化 


  b) 介護保険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配


慮、保険給付の重点化 


   ・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化 


   ・ 介護納付金の総報酬割導入、重度化予防に効果のある給付への重点化 


  c) 高度・長期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化 


   ・ 高額療養費の見直しによる負担軽減と、その規模に応じた受診時定額


負担等の併せた検討（病院・診療所の役割分担を踏まえた外来受診の適


正化も検討）。ただし、受診時定額負担については低所得者に配慮。 


  d) その他 


   ・ 総合合算制度、低所得者対策・逆進性対策等の検討 
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・ 後発医薬品の更なる使用促進、医薬品の患者負担の見直し、国保組合


の国庫補助の見直し 


・ 高齢者医療制度の見直し（高齢世代・若年世代にとって公平で納得のい


く負担の仕組み、支援金の総報酬割導入、自己負担割合の見直しなど） 


 


Ⅲ 年金 


 ○ 国民的な合意に向けた議論や環境整備を進め、「新しい年金制度の創設」


実現に取り組む。 


   ・ 所得比例年金(社会保険方式)、 低保障年金（税財源） 


 ○ 年金改革の目指すべき方向性に沿って、現行制度の改善を図る。 


   ・ 低保障機能の強化＋高所得者の年金給付の見直し 


・ 短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大、第３号被保険者制度の見


直し、在職老齢年金の見直し、産休期間中の保険料負担免除、被用者年


金の一元化 


   ・ マクロ経済スライド、支給開始年齢の引上げ、標準報酬上限の引上げな


どの検討 


 ○ 業務運営の効率化を図る（業務運営及びシステムの改善）。 


 


Ⅳ 就労促進 


 ○ 全員参加型社会の実現のために、若者の安定的雇用の確保、女性の就業


率の M 字カーブの解消、年齢にかかわりなく働き続けることができる社会


づくり、障害者の雇用促進に取り組む。その際、地域の実情に応じ、関係機


関が連携し、就労促進施策を福祉、産業振興、教育施策などと総合的に実


施する。 


 ○ ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の実現を図る。 


 ○ 雇用保険・求職者支援制度の財源について、関係法の規定を踏まえ検討


する。 


 


Ⅴ Ⅰ～Ⅳ以外の充実、重点化・効率化 


 ・ サービス基盤の整備、医療イノベーションの推進、第２のセーフティネットの 


構築、生活保護の見直し（就労・自立支援の充実、医療扶助等の適正化、不正


受給防止対策の徹底、関係機関の連携強化などの重点化・効率化）、総合的







 


7 
 


な障害者施策の充実（制度の谷間のない支援、地域移行・地域生活の支援）、


難病対策の検討、震災復興における新たな安心地域モデルの提示 


   ・ また、社会保障制度の持続可能性向上のためには、次世代を担う子ども・若


者の育成が肝要であり、上記の社会保障制度改革と併せて、雇用流動化に対


応して、手に職をつけ就業につなげるための教育環境整備や、教育の質と機


会均等を確保するための方策、特に生計困難でありながら好成績を修めた学


生等への支援の強化に取り組む。 


 


Ⅵ 地方単独事業 


 ○ 以上の改革の方向も勘案し、地方自治体は、国費に関連する制度と相まっ


て、地域の実情に応じて、社会保障関係の地方単独事業を実施する。 


 


[再掲] 貧困・格差対策 ～ 重層的なセーフティネットの構築 


○ 就労・生活支援が一体となったワンストップサービス 


○ 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大 


○ 社会保険制度における低所得者対策の強化 


  ・ 市町村国保・介護保険における低所得者への配慮、高度・長期医療への


対応（セーフティネット機能の強化）、総合合算制度、年金制度における 低


保障機能の強化 


 ○ 第2 のセーフティネットの構築 


  ・ 求職者支援制度の創設、複合的困難を抱える者への伴走型支援（パーソ 


ナルサポート、ワンストップサービス等による社会的包摂の推進） 


 ○ 生活保護の見直し 


 


（３） 社会保障・税に関わる共通番号制度の早期導入 


社会保障・税に関わる番号制度は、主として、真に手を差し伸べるべき人に対


する社会保障を充実させ、効率的かつ適切に提供することを目的に導入を目指


すものである。その導入により、国民の給付と負担の公正性、明確性を確保す


るとともに、国民の利便性の更なる向上を図ることが可能となるほか、行政の効


率化・スリム化も可能となる。 


その導入に当たっては、制度面とシステム面の両面で十分な個人情報保護策


を講じるとともに、費用と便益を示し、国民の納得と理解を得ていく必要がある。
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6 月には「社会保障･税番号大綱」を策定し、今秋以降可能な限り早期に国会へ


の法案提出を目指す。 


 


 


Ⅱ 社会保障費用の推計 


 


１ 機能強化（充実と重点化・効率化の同時実施）にかかる費用 


   子ども・子育て、医療・介護等及び年金の各分野ごとの充実項目、重点化・効


率化項目にかかる費用（公費）の推計は別紙２の欄 D 及び E に示すとおりであ


る。 


 


改革全体を通じて、2015 年度において 


充実による額              3.8 兆円程度 


重点化・効率化による額    ～▲1.2 兆円程度 


を一つの目途として、機能強化（充実と重点化・効率化の同時実施）による追加


所要額（公費）は、約2.7 兆円程度と見込まれる。 


 


2015 年段階における各分野ごとの追加所要額（公費）は、 


Ⅰ 子ども・子育て            0.7 兆円程度 


    （税制抜本改革以外の財源も含めて 1 兆円超程度の措置を今後検討） 


   Ⅱ 医療・介護等           ～1.6 兆円弱程度 


（総合合算制度～0.4 兆円程度を含む） 


   Ⅲ 年金                ～0.6 兆円程度 


   再掲：貧困・格差対策        ～1.4 兆円程度 


（総合合算制度～0.4 兆円程度を含む） 


 


  と見込まれる。 


 


 


２ 社会保障給付にかかる公費（国・地方）全体の推計 


社会保障給付にかかる現行の費用推計については、そのベースとなる統計


が基本的に地方単独事業を含んでおらず、今後、その全体状況の把握を進め、
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地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像及び費用推計を総合的に整理す


る。1 


 


 


Ⅲ 社会保障・税一体改革の基本的姿 


 


１ 社会保障の安定財源確保の基本的枠組み 


 


（１） 消費税収を主たる財源とする社会保障安定財源の確保  


民主党「税と社会保障の抜本改革調査会」中間整理等、社会保障財源のあり


方に関する累次の報告や関係法律の規定を踏まえ、国民が広く受益する社会保


障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点などから、社会保障給付


に要する公費負担の費用は、消費税収（国・地方）を主要な財源として確保す


る。 


   消費税収（国・地方）については、このうち国分が現在予算総則上高齢者三経


費に充当されているが、今後は、高齢者三経費を基本としつつ、「制度として確


立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための


施策に要する費用」（「社会保障四経費」、平成 21 年度税制改正法附則 104 条）


に充当する分野を拡充する。社会保障の安定財源確保に向けて、消費税収の規


模とこれらの費用の関係を踏まえ、国・地方合わせた消費税収の充実を図る。 


 


（２） 消費税収の使途の明確化 


消費税収（国・地方、現行分の地方消費税を除く）については、全て国民に還


元し、官の肥大化には使わない2こととし、消費税を原則として社会保障の目的


税とすることを法律上、会計上も明確にすることを含め、区分経理を徹底する等、


その使途を明確化する（消費税収の社会保障財源化）。 


さらに、将来的には、社会保障給付にかかる公費全体について、消費税収


（国・地方）を主たる財源として安定財源を確保することによって、社会保障制度


                                      
1  2011 年度予算ベースでは、社会保障給付に係る国・地方公費は 39．4 兆円である。 


他方、総務省推計によれば、2011 年度で、地方単独事業として社会保障に関連する支出は 7.7 兆円と見込ま


れる。 
2  有識者検討会報告において引用されている「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた中期プ


ログラム」(平成20 年12 月24 日閣議決定)参照 
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の一層の安定・強化につなげていく。 


     


（３） 国・地方を通じた社会保障給付の安定財源の確保 


上記（１）及び（２）の改革を進めるに当たり、国民一人一人に包括的な支援を


行うという社会保障の考え方からすれば、地域住民に身近なところでサービスを


設計し、実行する地方自治体の役割は極めて重要であり、地方による分権的な


社会保障は、社会保障の信頼を大きく高める。現行分の消費税収（国・地方）に


ついてはこれまでの経緯を踏まえ国・地方の配分（地方分については現行分の


地方消費税及び消費税の現行の交付税法定率分）と地方分の基本的枠組みを


変更しないことを前提として、引上げ分の消費税収（国・地方）については（１）の


分野に則った範囲の社会保障給付における国と地方の役割分担に応じた配分


を実現することとし、国とともに社会保障制度を支える地方自治体の社会保障給


付に対する安定財源の確保を図る。 


  今般の社会保障改革における安定財源確保の考え方を踏まえつつ、Ⅱ－２


における総合的な整理を行った上で、地方単独事業に関して、必要な安定財源


が確保できるよう、Ⅳ（５）に掲げる地方税制の改革などを行う。 


 


（４） 消費税率の段階的引上げ 


上記（１）～（３）を踏まえ、社会保障給付の規模に見合った安定財源の確保に


向け、まずは、2010 年代半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を 10％まで引


き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源を確保する（別紙３）。 


 


 


２ 社会保障改革の安定財源確保と財政健全化の同時達成 


 


未来への投資である社会保障のコストを、将来世代に先送りすることは許さ


れない。現在の社会保障給付の財源の多くが赤字公債、すなわち将来世代の


負担で賄われている。このような状況は、社会保障のあり方としても、危機的と


も言える国・地方の財政状況からもこれ以上放置することはできず、「現在の世


代が受ける社会保障は現在の世代で負担する」3との原則に一刻も早く立ち戻る


                                      
3  民主党「税と社会保障の抜本改革調査会」中間整理 
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必要がある。  


今回の社会保障改革の目指すところは、「社会保障の機能強化」と「機能維持


―制度の持続可能性の確保」である。社会保障改革の財源確保と財政健全化は


相反する課題ではなく、両者を同時達成するしか、それぞれの目標を実現する


道はない。4 


 


このような考え方に立って、社会保障・税一体改革においては、社会保障給付


にかかる安定財源を確保していくことを通じて、財政健全化を同時に実現する。 


 


具体的には、まずは、2010 年代半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を


10％まで引き上げ、国・地方合わせて、上記Ⅱ－１で示す「機能強化」にかかる


費用、高齢化の進行等により増大する費用及び基礎年金国庫負担２分の１を実


現するために必要な費用（社会保障国民会議では、この３つの経費を合計して


「機能強化」として試算している）、後代に付け回しをしている「機能維持」にかか


る費用及び消費税率引上げに伴う社会保障支出等の増加に要する費用を賄うこ


とにより、社会保障の安定財源確保を図る5。    


   これらの取組みなどにより、2015 年度段階での財政健全化目標6の達成に向


かうことで7、「社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成」への一里塚


が築かれる。 


 


 


Ⅳ 税制全体の抜本改革 


 


税制抜本改革については、社会保障改革の進め方との整合性にも配意しつつ、


平成 21 年度税制改正法附則 104 条第 3 項及び平成 22 年度・23 年度税制改正大


                                      
4   「社会保障強化だけが追求され財政健全化が後回しにされるならば、社会保障制度もまた遠からず機能停止


する。しかし、財政健全化のみを目的とする改革で社会保障の質が犠牲になれば、社会の活力を引き出すこと


はできず、財政健全化が目指す持続可能な日本そのものが実現しない。」（有識者検討会報告） 
5  Ⅱ－２における総合的な整理を踏まえた対応に留意する。 
6  「財政運営戦略」（平成22年6月22日閣議決定）において、国及び国・地方の基礎的財政収支赤字の対ＧＤＰ


比を、2015年度までに2010年度の水準から半減し、2020年度までに黒字化させた上で、2021年度以降におい


て、国・地方の公債等残高の対ＧＤＰ比を安定的に低下させることとされている。 
7  財政健全化目標の達成所要額は、内閣府「経済財政の中長期試算」（平成23 年1 月）を前提としている（年央


に改訂）。 







 


12 
 


綱（閣議決定）で示された改革の方向性に沿って、以下の考え方により検討を加え、


個人所得課税、法人課税、消費課税、資産課税にわたる改革を進める。また、地方


に関わる事項については、地方団体の意見に十分配意して、検討を進めることと


する。 


 


（１） 個人所得課税 


雇用形態や就業構造の変化も踏まえながら、格差の是正や所得再分配機能


等の回復のため、各種の所得控除の見直しや税率構造の改革を行う。給付付き


税額控除については、所得把握のための番号制度等を前提に、関連する社会


保障制度の見直しと併せて検討を進める。金融証券税制について、金融所得課


税の一体化に取り組む。 


 


（２） 法人課税 


企業の国際的な競争力の維持・向上、国内への立地の確保・促進、雇用と国


内投資の拡大を図る観点から、国際的な協調や主要国との競争条件等にも留意


しつつ、課税ベースの拡大等と併せ、法人実効税率の引下げを行う。地域経済


の柱となり、雇用の大半を担っている中小法人に対する軽減税率についても、


中小企業関連の租税特別措置の見直しと併せ、引下げを行う。 


 


（３） 消費課税 


消費税（国・地方）については、本成案に則って所要の改正を行う。いわゆる


逆進性の問題については、消費税率（国・地方）が一定の水準に達し、税・社会


保障全体の再分配を見てもなお対策が必要となった場合には、制度の簡素化や


効率性などの観点から、複数税率よりも給付などによる対応を優先することを基


本に総合的に検討する。 


併せて、消費税制度の信頼性を確保するための一層の課税の適正化を行う


ほか、消費税と個別間接税の関係等の論点について検討する。 


エネルギー課税については、地球温暖化対策の観点から、エネルギー起源


CO２排出抑制等を図るための税を導入する。また、地球温暖化対策に係る諸施


策を地域において総合的に進めるため、地方公共団体の財源を確保する仕組


みについて検討する。車体課税については、地球温暖化対策の観点や国及び


地方の財政の状況も踏まえつつ、簡素化、グリーン化、負担の軽減等を行う方
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向で見直しを検討する。 


 


（４） 資産課税 


資産再分配機能を回復し、格差の固定化を防止する観点から、相続税の課税


ベース、税率構造を見直し、負担の適正化を行う。これと併せ、高齢者が保有す


る資産の現役世代への早期移転を促し、その有効活用を通じた経済社会の活


性化を図るとの観点から、世代を超えた資産格差の固定化にも配慮しつつ、贈


与税を軽減する。また、事業承継税制について、運用状況等を踏まえ見直しを


検討する。 


 


（５） 地方税制  


地域主権改革の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保


の観点から、地方消費税を充実するとともに、地方法人課税のあり方を見直すこ


となどにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築する。


また、税制を通じて住民自治を確立するため、現行の地方税制度を「自主的な判


断」と「執行の責任」を拡大する方向で改革する。 


 


（６） その他 


上記の改革のほか、社会保障・税に関わる共通番号制度の導入を含む納税


環境の整備を進めるとともに、国際的租税回避の防止を通じて適切な課税権を


確保しつつ投資交流の促進等を図る等の国際課税に関する取組みや国際連帯


税等について、検討を行う。 


 


なお、平成22年度・23年度税制改正においては、このような方向性を踏まえ、税


制抜本改革の一環をなす緊要性の高い改革に取り組んできたところであり、現在、


国会において審議が行われている平成 23 年度税制改正については、引き続き、


その早期実現を目指す。 


 







 


14 
 


Ⅴ 社会保障・税一体改革のスケジュール 


 


  社会保障・税一体改革にあたっては、「国と地方の協議の場」で真摯に協議を行


い、国・地方を通じた改革の円滑かつ着実な推進を図る。 


社会保障改革については、税制抜本改革の実施と併せ、別紙２に示された工程


表に従い、各分野において遅滞なく順次その実施を図る。 


 税制抜本改革については、政府は日本銀行と一体となってデフレ脱却と経済活


性化に向けた取組みを行い、これを通じて経済状況を好転させることを条件として


遅滞なく消費税を含む税制抜本改革を実施するため、平成 21 年度税制改正法附


則 104 条に示された道筋に従って平成 23 年度中に必要な法制上の措置を講じる
8。 


上記の「経済状況の好転」は、名目・実質成長率など種々の経済指標の数値の


改善状況を確認しつつ、東日本大震災の影響等からの景気回復過程の状況、国


際経済の動向等を見極め、総合的に判断するものとする。また、税制抜本改革の


実施に当たっては、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとする。こ


れらの事項については、政府・与党において参照すべき経済指標、その数値につ


いての考え方を含め十分検討し、上記の法制化の際に必要な措置を具体化する。 


 以上のスケジュールに基づき、国会議員定数の削減や、公務員人件費の削減、


特別会計改革や公共調達改革等の不断の行政改革及び予算の組替えの活用等


による徹底的な歳出の無駄の排除に向けた取組みを強めて、国民の理解と協力を


得ながら社会保障と税制の改革を一体的に進める。 


 


 


Ⅵ デフレ脱却への取組み、経済成長との好循環の実現 


 


  デフレからの脱却を実現するため、政府として強力かつ総合的な政策努力を


                                      
8  平成21 年度税制改正法附則104 条第１項：政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのため


の財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の


見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転


させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三


年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代（平成二十


二年から平成三十一年までの期間をいう。）の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものと


する。 
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大限行うとともに、日本銀行に対しては、引き続き、政府と緊密な情報交換・連携を


保ちつつ、適切かつ機動的な金融政策運営により経済を下支えするよう期待する。


これにより、我が国経済を本格的な成長軌道に乗せていく。また、社会保障・税一


体改革により、社会保障分野における潜在需要を顕在化し、安心できる社会保障


制度を確立することが、雇用を生み、消費を拡大するという経済成長との好循環を


通じて、成長と物価の安定的上昇に寄与する。 


社会保障は需要・供給両面で経済成長に寄与する機能を有しており、医療や介


護分野での雇用創出や新たな民間サービス創出のための環境整備、ＩＣＴなどのテ


クノロジーを活用した社会保障費用の 適化、サービスの質の向上、医療イノベー


ション、ライフイノベーションの推進、ドラッグラグ・デバイスラグの早期解消、先進


医療制度の運用改善、民間企業を含めた多様な事業主体の新規参入促進、「新し


い公共」の創造など、利用者・国民の利便の向上と新たな産業分野育成の観点か


らの諸改革を進める。 







社会保障改革の推進について 


 


平成 22 年 12 月 14 日 


閣 議 決 定 


 


 社会保障改革については、以下に掲げる基本方針に沿って行うものとする。 


 


１．社会保障改革に係る基本方針 


○ 少子高齢化が進む中、国民の安心を実現するためには、「社会保障の機能強化」と


それを支える「財政の健全化」を同時に達成することが不可欠であり、それが国民


生活の安定や雇用・消費の拡大を通じて、経済成長につながっていく。 


○ このための改革の基本的方向については、民主党「税と社会保障の抜本改革調


査会中間整理」や、「社会保障改革に関する有識者検討会報告～安心と活力への


社会保障ビジョン～」において示されている。 


○ 政府・与党においては、それらの内容を尊重し、社会保障の安定・強化のため


の具体的な制度改革案とその必要財源を明らかにするとともに、必要財源の安定


的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革について一体的に検討を


進め、その実現に向けた工程表とあわせ、２３年半ばまでに成案を得、国民的な


合意を得た上でその実現を図る。 


また、優先的に取り組むべき子ども子育て対策・若者支援対策として、子ども


手当法案、子ども・子育て新システム法案（仮称）及び求職者支援法案（仮称）


の早期提出に向け、検討を急ぐ。 


○ 上記改革の実現のためには、立場を超えた幅広い議論の上に立った国民の理解


と協力が必要であり、そのための場として、超党派による常設の会議を設置する


ことも含め、素直に、かつ胸襟を開いて野党各党に社会保障改革のための協議を


提案し、参加を呼び掛ける。 


 


２．社会保障・税に関わる番号制度について 


○ 社会保障・税に関わる番号制度については、幅広く国民運動を展開し、国民に


とって利便性の高い社会が実現できるように、国民の理解を得ながら推進するこ


とが重要である。 


○ このための基本的方向については、社会保障・税に関わる番号制度に関する実


務検討会「中間整理」において示されており、今後、来年１月を目途に基本方針


をとりまとめ、さらに国民的な議論を経て、来秋以降、可能な限り早期に関連法


案を国会に提出できるよう取り組むものとする。 
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・ ０〜２歳児保育の量的拡充・
体制強化等（待機児童の解消）


・ 質の⾼い学校教育・保育
の実現（幼保⼀体化の実現）


・ 総合的な⼦育て⽀援（家庭や
地域における養育の⽀援）の充実


・ 放課後児童クラブの拡充


・ 社会的養護の充実


放課後児童クラブの利用児童数
2010年 81万人→2014年 111万人


３歳未満児の保育の利用率
2010年 23％→2014年 35%(2017年 44％)


新システム具体案を
早期にとりまとめ


税制抜本改⾰ととも
に、早急に法案提出


○ ⼥性の就業率の向上 ☆
○ 保育等の従業者の増加 ☆


社会保障改⾰の具体策、⼯程及び費⽤試算社会保障改⾰の具体策、⼯程及び費⽤試算


1


Ⅰ


⼦
ど
も
・
⼦
育
て


充実計
（2015年）


重点化・効率化計
（2015年）


０．７兆円程度⼦ども
⼦育て
計


０．７兆円程度 １兆円超程度
－


「☆」成⻑戦略に特に関係が深い項⽬


０．７兆円程度 １兆円超程度


※ 税制抜本改革
以外の財源も
含めて
１兆円超程度
の措置を
今後検討


※ 左記の措置に
係る所要額に
ついては、
新システムの
検討において
今後検討


※ 税制抜本改革以外の財源も含めて
１兆円超程度の措置を今後検討


※ 税制抜本改革以外の
財源も含めて１兆円
超程度の措置を今後
検討


※ 左記の措置に係る
所要額については、
新システムの検討
において今後検討


・ 指定制の導⼊による保育等への
多様な事業主体の参⼊促進 ☆
質を確保するための基準と併せて
質の改善を図る


・ 幼稚園などの既存施設の有効活⽤
や、⼩規模保育、家庭的保育などの
多様な保育の推進


・ 国及び地⽅における実施体制の
⼀元化


（「⼦ども家庭省（仮称）」の創設等）


女性（25～44歳）の就業率
2009年 66％ → 2020年 73％


・ 制度・財源・給付について
包括的・⼀元的な制度を構築


所要額（公費）
２０１５年


充実
（⾦額は公費（2015年））


重点化・効率化
（⾦額は公費（2015年））


所要額（公費）
２０２５年⼯程A B C D E


○ ⼦ども・⼦育て新システムの制度実施等に伴う地域の実情に応じた
保育等の量的拡充、幼保⼀体化などの機能強化


別紙２







・ 病院・病床機能の分化・強化と連携
（急性期医療への医療資源の集中投⼊、
亜急性期・慢性期医療の機能強化等
による⼊院医療の機能強化、精神保健
医療の改⾰、医師の偏在是正、地域間
・診療科間の偏在の是正、予防対策の
強化等）


・ 在宅医療の充実等（診療所等における
総合的な診療や在宅療養⽀援機能の
強化・評価、訪問看護等の計画的整備等）


・ 平均在院⽇数の減少等
（▲4,300億円程度）


・ 外来受診の適正化等（⽣活習慣病予防、
医療連携、ＩＣＴ、番号、保険者機能
の強化等）（▲1,200億円程度）


・ ＩＣＴの活⽤による重複受診・重複
検査、過剰な薬剤投与等の削減


・ 地域包括ケアシステムの構築等在宅介護
の充実、ケアマネジメントの機能強化、
居住系サービスの充実 等
・ 施設のユニット化


・ 介護予防・重度化予防
・ 介護施設の重点化（在宅への移⾏）


（▲1,800億円程度）


・ 上記の重点化に伴うマンパワー増強 ☆


○ 地域の実情に応じた医療・介護サービスの提供体制の効率化・重点化と
機能強化
〜診療報酬・介護報酬の体系的⾒直しと基盤整備のための⼀括的な法整備〜


〜０．６兆円
程度


〜２．３兆円
程度


０．４兆円程度 １．３兆円程度


△０．１兆円程度 △０．６兆円程度


０．１兆円程度 １．２兆円程度


０．２兆円程度 ０．４兆円程度


高度急性期の職員等：2025年に現行
ベースより２倍増


一般急性期の職員等：2025年に現行
ベースより６割程度増


在宅医療等：2011年 17万人/日
→ 2025年 29万人/日


外来患者数：2025年に現行ベース
より５％程度減少


GH、小規模多機能：2011年 21万人/日
→ 2025年 77万人/日


居住系・在宅介護：2011年 335万人/日
→ 2025年 510万人/日


要介護認定者数：2025年に現行
ベースより３％程度減少


医療介護従事者：2011年 462万人
→ 2025年 704～739万人


（1.6倍程度）


2


Ⅱ


医
療
・
介
護
等


①


充実計
（2015年）


重点化・効率化計
（2015年）〜１．４兆円程度 〜０．７兆円程度


（2,400億円程度）


医療・
介護①
⼩計


・2012年以降、診療
報酬・介護報酬の
体系的⾒直し


・基盤整備のための
⼀括的な法整備：
2012年⽬途に
法案提出


・2025年頃までに
医療・介護サービス
のあるべき姿を実現


（上記の機能分化等が全て実現する場合の試算）


（8,700億円程度）


（2,500億円程度）


所要額（公費）
２０１５年


充実
（⾦額は公費（2015年））


重点化・効率化
（⾦額は公費（2015年））


所要額（公費）
２０２５年⼯程A B C D E


○平均在院日数：2011年 19～20日程度
→ 2025年 高度急性期：15～16日程度


一般急性期： ９日程度
○病床数：概ね現状水準
○精神医療：2025年に在院日数１割程


度減少







ｃ ⾼度・⻑期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化
・ ⻑期⾼額医療の⾼額療養費の⾒直し
（⻑期⾼額医療への対応、所得区分の
⾒直しによる負担軽減等）による負担
軽減（〜1,300億円程度）


※ 見直しの内容は，機能強化と重点化の規模により変動


ｄその他
・ 総合合算制度（番号制度等の情報連携
基盤の導⼊が前提）
・ 低所得者対策・逆進性対策等の検討


○ 保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の
強化・給付の重点化、逆進性対策


・ 受診時定額負担等（⾼額療養費の⾒直し
による負担軽減の規模に応じて実施（病
院・診療所の役割分担を踏まえた外来受
診の適正化も検討）。例えば、初診・再
診時100円の場合、▲1,300億円）ただ
し、低所得者に配慮。


〜１兆円弱
程度 －


－


－


総合合算制度
〜０．４兆円程度


・ 介護納付⾦の総報酬割導⼊
（完全実施すれば▲1,600億円）


・ 軽度者に対する機能訓練等重度化予防に
効果のある給付への重点化


税制抜本改⾰ととも
に、2012年以降速
やかに法案提出


順次実施


総合合算制度：
2015年の番号制度
以降導⼊


・ 後発医薬品の更なる使⽤促進、医薬品
の患者負担の⾒直し（医薬品に対する
患者負担を、市販医薬品の価格⽔準も
考慮して⾒直す）
・ 国保組合の国庫補助の⾒直し


Ⅱ


医
療
・
介
護
等


②


充実計
（2015年）


重点化・効率化計
（2015年）


１兆円程度
（改⾰の内容により変動）


（＝完全実施の場合▲1,600億円）
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〜０．５兆円程度
（改⾰の内容により変動）


医療・
介護②
⼩計
医療・
介護計


〜１．６兆円弱
程度


充実計
（2015年）


重点化・効率化計
（2015年）


〜２．４兆円程度
（改⾰の内容により変動）


〜１．２兆円程度
（改⾰の内容により変動）


〜２．３兆円
程度


〜０．３兆円程度
･･･被⽤者保険の


適⽤拡⼤、
総報酬割と
併せて検討


〜０．１兆円程度
･･･受診時定額


負担等と
併せて検討


ａ 被⽤者保険の適⽤拡⼤と 国保の財政基盤の安定化・強化・広域化
・ 短時間労働者に対する被⽤者保険の適⽤拡⼤


・ 市町村国保の財政運営の都道府県単位化
・財政基盤の強化
（低所得者保険料軽減の拡充等（〜2,200億円程度））


※ 財政影響は、適用拡大の範囲、国保対策の規模によって変動


ｂ 介護保険の費⽤負担の能⼒に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮、
保険給付の重点化
・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化
（〜1,300億円）


※ 財政影響は、機能強化と重点化の規模により変動


所要額（公費）
２０１５年


充実
（⾦額は公費（2015年））


重点化・効率化
（⾦額は公費（2015年））


所要額（公費）
２０２５年⼯程A B C D E


例えば雇用保険並びにまで拡大
すると、約400万人


・ ⾼齢者医療制度の⾒直し（⾼齢者医療制度改⾰会議のとりまとめ等
を踏まえ、⾼齢世代・若年世代にとって公平で納得のいく負担の仕
組み、⽀援⾦の総報酬割導⼊、⾃⼰負担割合の⾒直しなど）







〜０．６兆円
程度


〜０．７兆円
程度


【現⾏制度の改善】
○ 最低保障機能の強化
・ 低所得者への加算
・ 障害基礎年⾦への加算
・ 受給資格期間の短縮


※ 低所得者・障害基礎年金への加算について
は、加算対象者・加算水準・資産調査の有無
等によって財政規模が変動


※ 上記金額は、年収65万円未満(単身の場合)
の者等に対して、月額1.6万円（7万円と老齢
基礎年金の平均額5.4万円の差）を加算する
等の前提


○ ⾼所得者の年⾦給付の⾒直し
低所得者への加算と併せて検討
なお、公的年⾦等控除を縮減すること
によって対応することについても併せ
て検討


※ 高所得者の年金給付の見直しについては、


減額対象者によって財政規模が変動


※ 仮に、年収1,000万円以上から減額開始
（1,500万円以上は公費負担分を全額減額）
とすると▲450億円程度公費縮小


0.6兆円
程度


国⺠的な合意に向け
た議論や環境整備を
進め、実現に取り組
む


税制抜本改⾰ととも
に、2012年以降
速やかに法案提出


順次実施
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Ⅲ


年
⾦


（注２）


所要額（公費）
２０１５年


充実
（⾦額は公費（2015年））


重点化・効率化
（⾦額は公費（2015年））


所要額（公費）
２０２５年⼯程A B C D E


【新しい年⾦制度の創設】
「所得⽐例年⾦」と「最低保障年⾦」の
組み合わせからなる⼀つの公的年⾦制度
にすべての⼈が加⼊する


○ 所得⽐例年⾦（社会保険⽅式）
・ 職種を問わず全ての⼈が同じ制度に加⼊
し、所得が同じなら同じ保険料、同じ給付
・ 保険料は15％程度(⽼齢年⾦に係る部分)
・ 納付した保険料を記録上積み上げ、仮想の
利回りを付し、その合計額を年⾦⽀給開始
時の平均余命などで割って、毎年の年⾦額
を算出


○ 最低保障年⾦（税財源）
・ 最低保障年⾦の満額は7万円（現在価額）
・ ⽣涯平均年収ベース（＝保険料納付額）で
⼀定の収⼊レベルまで全額を給付し、それ
を超えた点より徐々に減額を⾏い、ある
収⼊レベルで給付額をゼロとする
・ 全ての受給者が、所得⽐例年⾦と最低保障
年⾦の合算で、概ね７万円以上の年⾦を
受給できる制度とする







● 短時間労働者に対する厚⽣年⾦の
適⽤拡⼤


● 第３号被保険者制度の⾒直し
・ 新しい年⾦制度の⽅向性（⼆分⼆乗）
を踏まえつつ、不公平感を解消する
ための⽅策について検討


● 在職⽼齢年⾦の⾒直し
・６０歳代前半の者に係る調整限度額を、
６０歳代後半の者と同じとすることを
検討


● 産休期間中の保険料負担免除


● 被⽤者年⾦の⼀元化


【業務運営の効率化】
業務運営及びシステムの改善


○ マクロ経済スライド
・世代間の公平等の観点から⾒直しを検討
・仮に、特例⽔準を3年間で解消すると、年
⾦額が▲2.5％削減され、毎年0.1兆円程度
公費縮⼩
・その後、単に毎年▲0.9％のマクロ経済ス
ライドをすると、毎年0.1兆円程度の公費
縮⼩
※ 物価・賃金が上昇した年のマクロ経済スラ
イドの発動による給付抑制は、現行制度で
織り込み済み


○ ⽀給開始年齢引上げ
・ 先進諸国（欧⽶）の平均寿命・受給開始
年齢を ⼗分参考にし、⾼齢者雇⽤の確保
を図りつつ、 68〜70歳へのさらなる引上
げを視野に検討


・ 厚⽣年⾦の⽀給開始年齢引上げスケジュー
ルの前倒しを検討


・ 基礎年⾦の⽀給開始年齢を引き上げる場合、
１歳引き上げる毎に、引上げ年において
0.5兆円程度公費縮⼩


● 標準報酬上限の引上げ
・ 健康保険制度を参考に⾒直しを検討


例えば雇用保険並びにまで拡大
すると、約400万人


（●は公費への影響なし）


充実計
（2015年）


重点化・効率化計
（2015年）


Ⅲ


年
⾦


（注２）


０．６兆円程度
（改⾰の内容により変動）


年⾦
計


〜０．６兆円
程度


〜０．７兆円
程度


影響額は改⾰の
内容により変動


所要額（公費）
２０１５年


充実
（⾦額は公費（2015年））


重点化・効率化
（⾦額は公費（2015年））


所要額（公費）
２０２５年⼯程A B C D E
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2015年度の上記の所要額（公費）合計 ＝ 約２．７兆円程度
（充実3.8兆円程度、重点化・効率化〜▲1.2兆円程度を⼀つの⽬途）


2012年以降速やかに
法案提出


順次実施


※ 今後、｢現行制度の
改善」全体について、
検討の場とスケジュール
を明確化した上で、
法案提出に向けて検討







○サービス基盤の整備
・あるべき医療・介護サービス提供体制の実現、こども園・保育サービス・放課後
児童クラブ等のサービス⽬標達成に必要な基盤整備


○医療イノベーションの推進 ☆
・国際⽔準の臨床研究中核病院等の創設
・⽇本発のシーズを実⽤化につなげるための実務的な相談⽀援
・独）医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）の体制強化
・保険償還価格の設定における医療経済的な観点を踏まえたイノベーションの評価等
のさらなる検討


○第２のセーフティネットの構築
・求職者⽀援制度の創設
・求職者⽀援制度をはじめとした第２のセーフティネット施策の切れ⽬ない連携
・⽣活保護受給者等に対する就労⽀援
・複合的困難を抱える者への伴⾛型⽀援（パーソナルサポート、ワンストップサービス等に
よる社会的包摂の推進）


・住宅⽀援の仕組みの検討
○⽣活保護の⾒直し
・稼得能⼒を有する⽣活保護受給者向け⾃⽴・就労⽀援メニューの充実と⽀援強化
・⼦どもの貧困連鎖の防⽌
・医療扶助等の適正化、不正受給防⽌対策の徹底
・客観的データに基づく⽣活保護基準の検討
○障害者施策
・障がい者制度改⾰推進本部において、制度の⾕間のない⽀援の提供、
障害者の地域移⾏や地域⽣活の⽀援について検討


○難病対策
・⻑期⾼額医療の⾼額療養費の⾒直し（再掲）など難病医療費の⽀援のあり⽅の検討
○震災復興
・新たな安⼼地域モデルの提⽰
○次世代を担う⼦ども・若者の育成
・雇⽤流動化に対応して、⼿に職をつけ就業につなげるための教育環境整備
・教育の質と機会均等の確保（特に⽣計困難でありながら好成績を修めた学⽣等への⽀援の強化）


○計画的・集中的基盤整備


○臨床研究中核病院等：2011年度から３年間で１５か所程度創設
○臨床研究中核病院等に対し、継続的に研究費を重点配分
○ＰＭＤＡの審査体制等の強化：2013年度末までに常勤数を
751名に増員（2011年4⽉1⽇現在648名）。引き続き、
合理化・効率化を図りつつ、さらなる強化策を検討


○先進医療制度の申請・審査⼿続きの効率化：2011年度からの
実施に向け検討


○求職者⽀援制度：2011年度創設
○引き続き総合的に推進
○事業の継続実施
○ワンストップ・伴⾛型の市町村主導の専任機関の設置
(順次設置)


○関連制度の改⾰と併せ検討
○⽣活保護基準：基準部会（2011年４⽉開始）において、


2012年末までに検証を実施
○⽣保基準以外：国と地⽅の協議の開催（2011年5⽉開始）


→必要に応じて法案提出


○障がい者制度改⾰推進本部の検討を踏まえ、障害者総合福祉法
（仮称）の2012年法案提出


○引き続き制度横断的に検討


○震災復興の検討の中で対応


○引き続き総合的に検討


⼯程
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Ⅳ


就
労
促
進


○全員参加型社会の実現 ☆
・ジョブ・カードの活⽤等による若者の安定的雇⽤の確保
・⼥性の就業率のM字カーブの解消
・超⾼齢社会に適合した雇⽤法制の検討など年齢にかかわりなく働き
続けることができる社会づくり


・福祉から就労への移⾏等による障害者の雇⽤促進
・地域の実情に応じた関係機関の連携と就労促進施策の総合的実施


○ディーセント・ワーク（働きがいのある⼈間らしい仕事）の実現
・⾮正規労働者の公正な待遇確保に横断的に取り組むための総合的ビジョンの策定
・有期契約労働者の雇⽤の安定や処遇の改善に向けた法制度の整備の検討
・⻑時間労働抑制やメンタルヘルス対策による労働者の健康・安全の確保
○雇⽤保険・求職者⽀援制度の財源の検討


・就業率
2009年 75％ → 2020年 80％
（若者： 74％ → 77％ ）
（女性（25～44歳）：


66％ → 73％ ）
（高齢者：57％ → 63％ ）


・ジョブ・カード取得者 300万人 (2020年)
・障害者の実雇用率 1.8％ (2020年)


○就労促進策の継続的推進


○総合的ビジョン：2011年に策定
○法制度整備：2011年度 労働政策審議会で結論、所要の⾒直し措置
○労働安全衛⽣法改正法案について、早期国会提出に向け検討


○雇⽤保険法、求職者⽀援法の規定（注３）を踏まえ検討


充実、重点化・効率化


Ⅰ
〜
Ⅳ
以
外
の
充
実
、
重
点
化
・
効
率
化
項
⽬


プログラム参加者数及び就労・増収者の増加


(注１)費⽤試算は、厚⽣労働省の「社会保障制度改⾰の⽅向性と具体策」(平成23年５⽉12⽇)及びその関連の医療・介護に係る推計等の他、社会保障改⾰に関する集中検討会議での提案も盛り込んで機械的に試算したもの。
(注２)基礎年⾦国庫負担２分の１財源については、税制抜本改⾰により措置する。税制抜本改⾰実施までの各年度分の繰⼊れも適切に⾏われるよう、必要な措置を講じる。
(注３)雇⽤保険法：雇⽤保険の国庫負担については、引き続き検討を⾏い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で、国庫負担に関する暫定措置を廃⽌する。


求職者⽀援法：法施⾏後３年を⽬途とした特定求職者の就職に関する⽀援施策の在り⽅についての検討を⾏うに当たっては、その⽀援施策に関する費⽤負担の在り⽅について速やかに検討する。







総合合算制度
〜０．４兆円程度


１．就労・⽣活⽀援が⼀体となったワンストップサービス
２．社会保険の適⽤拡⼤
a 短時間労働者に対する厚⽣年⾦の適⽤拡⼤
b 被⽤者保険の適⽤拡⼤と 国保の財政基盤の安定化・強化・広域化
・ 短時間労働者に対する被⽤者保険の適⽤拡⼤（完全実施の場合△1,600億円）


３．社会保険制度における低所得者対策の強化
a 市町村国保の財政運営の都道府県単位化・財政基盤の強化
（低所得者保険料軽減の拡充等（〜2,200億円程度））


※ 財政影響は、適用拡大の範囲、国保対策の規模によって変動


b 介護保険の費⽤負担の能⼒に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮、保険給付の重点化
・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化（〜1,300億円）
※ 財政影響は、機能強化と重点化の規模により変動


c ⾼度・⻑期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化
・ ⻑期⾼額医療の⾼額療養費の⾒直し（⻑期⾼額医療への対応、所得区分の⾒直しによる負担軽減等）による
負担軽減（〜1,300億円程度）


※ 見直しの内容は，機能強化と重点化の規模により変動


d 総合合算制度（番号制度等の情報連携基盤の導⼊が前提）
e 年⾦制度の最低保障機能の強化
・ 低所得者への加算
・ 障害基礎年⾦への加算
・ 受給資格期間の短縮
※ 低所得者・障害基礎年金への加算については、加算対象者・加算水準・資産調査の有無等によって財政規


模が変動
※ 上記金額は、年収65万円未満(単身の場合)の者等に対して、月額1.6万円（7万円と老齢基礎年金の平均額
5.4万円の差）を加算する等の前提


４．第２のセーフティネットの構築
a 求職者⽀援制度の創設（費⽤負担の在り⽅の検討を含む）
b 複合的困難を抱える者への伴⾛型⽀援
c ⽣活保護受給者等に対する就労⽀援
d 住宅⽀援の仕組みの検討


５．最後のセーフティネットである⽣活保護の⾒直し（充実、重点化・効率化）
・ 稼得能⼒を有する⽣活保護受給者向け⾃⽴・就労⽀援メニューの充実と⽀援強化
・ ⼦どもの貧困連鎖の防⽌
・ 医療扶助等の適正化、不正受給防⽌対策の徹底
・ 客観的データに基づく⽣活保護基準の検討


所要額（公費）
２０１５年


充実
（⾦額は公費（2015年））A D


︵
再
掲
︶
貧
困
・
格
差
対
策


〜
重
層
的
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
構
築
〜


（0.6兆円程度）


〜０．３兆円程度
･･･被⽤者保険の適⽤拡⼤、総報酬割


と併せて検討


〜０．１兆円程度
･･･受診時定額負担等と併せて検討


〜１．４兆円程度 7


〜０．６兆円程度
･･･⾼所得者の年⾦給付の⾒直し


と併せて検討







（※） 成案においては、「2010年代半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を10％まで引き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源を確保する」とされている。


（注１） 消費税収は、現在は、国分は予算総則により高齢者3経費に充てられ、地方分は一般財源である。


（注２） 消費税収（国分）を充当する社会保障給付の具体的分野（2015年度時点）は、高齢者3経費を基本としつつ、今後検討。


（注３） 社会保障4経費とは、社会保障給付公費負担のうち「制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費
用」（平成21年度税制改正法附則104条）をいう。所要額は厚生労働省による推計（2011年5月時点）。また、基本的に地方単独事業を含んでおらず、今後、その全
体状況の把握を進め、地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像及び費用推計を総合的に整理する。


（注４） 2015年度の消費税収は、内閣府「経済財政の中長期試算」（平成23年１月）に基づく推計（年央に改訂）。


うち
高齢者３経費


22.1兆円


32.0兆円


消費税収
（国・地方）
12.8兆円


37.0兆円


（２０１１年度）


消費税収
（国・地方）
13.5兆円


9.3兆円
（４％相当）


12.8兆円
（５％弱相当）


うち
高齢者３経費


26.3兆円


社会保障4経費
（国・地方）


（２０１５年度）（※）


現状ベース 改革後ベース


消費税収
（国・地方）


うち
高齢者３経費 ５％


制度改革に伴う増及び
消費税引上げに伴う社
会保障支出の増社会保障4経費


（国・地方）


社会保障4経費
（国・地方）


現行５%


1


社会保障の安定財源確保の基本的枠組み 別紙３







社会保障改革の安定財源の確保


機能強化 ３％相当


・制度改革に伴う増
・高齢化等に伴う増
・年金2分の1（安定財源）


機能維持 １％相当


消費税引上げに伴う
社会保障支出等の増 １％相当


5％相当の
安定財源の


確保
※ 税制抜本改革実施までの２分の１財源


消費税収
（国・地方）


うち
高齢者３経費


社会保障4経費
（国・地方）


（2015年度）（※）


改革後ベース


５％


５％


（注２） 高齢化等に伴う増は、いわゆる自然増のうち経済成長による伸びを超える増加のことである。


（注１） 消費税引上げに伴う社会保障支出等の増には、消費税を引き上げた場合に増加する国・地方の物資調達にかかる支出も含まれる。所要額は、財務省推計（ 2011年5月時点）であり、今
後各年度の予算編成過程において精査が必要。


（注３） 機能強化の額は、厚労省による推計（2011年5月時点）。機能強化の具体的な内容は、別紙２のとおり。


制度改革に伴う
増及び消費税引
上げに伴う社会
保障支出の増


2


（国・地方）


（注４） 社会保障4経費とは、社会保障給付公費負担のうち「制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用」（平成21年度税制
改正法附則104条）をいう。所要額は厚生労働省による推計（2011年5月時点）。また、基本的に地方単独事業を含んでおらず、今後、その全体状況の把握を進め、地方単独事業を含めた
社会保障給付の全体像及び費用推計を総合的に整理する。


（※） 成案においては、「2010年代半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を10％まで引き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源を確保する」とされている。







機能強化 3％相当


・制度改革に伴う増
・高齢化等に伴う増
・年金2分の1（安定財源）


うち高齢者３経費


基礎的財政収支
（ＰＢ）対象経費
（国・地方）


税収・税外収入
（国・地方）


社会保障給付
公費負担
（国・地方）


消費税収


年金２分の１（臨時財源）


消費税収


機能維持 1 ％相当


制度改革に伴う増 １％相当ＰＢ赤字
（国・地方）


うち高齢者３経費


消費税引上げに伴う
社会保障支出等の増


基礎的財政収支
（ＰＢ）対象経費


(国・地方)


税収・税外収入
（国・地方）


ＰＢ赤字（国・地方）（対GDP比）改善
＝財政健全化目標との整合性社会保障給付


公費負担
（国・地方）


（2015年度） （2015年度）（※）


社会保障改革の安定財源確保と財政健全化の同時達成


その他歳出に係る
ＰＢ赤字


消費税引上げに伴う
社会保障支出等の増


1 ％相当


内
閣
府
試
算
（23
年
1
月
）
か


ら
の
Ｐ
Ｂ
改
善
（国
・地
方
）


改
革
に
伴
う
新
規
歳
出
増
に


見
合
っ
た
安
定
財
源
の
確
保


２％


３％


１％相当


現状ベース 改革後ベース


※ 税制抜本改革実施までの２分の１財源


2011年度から
の自然増


高齢化等に伴う増 １％相当


その他歳出に係る
ＰＢ赤字


（注１） 「財政運営戦略」（平成22年6月22日閣議決定）における財政健全化目標において、国・地方及び国の基礎的財政収支赤字の対GDP比を、2015年度までに2010年度の水準から半減し、
2020年度までに黒字化することとされている。内閣府試算（平成23年1月）の2015年度の試算結果からは、消費税率換算で約3％のPB（国・地方）の改善が必要。


（注２） 改革後ベースにおける「高齢化等に伴う増」は、いわゆる自然増のうち経済成長による伸び（「機能維持」に含まれる）を超える増加のことである。 3
（注３） 社会保障給付には、基本的に地方単独事業を含んでおらず、今後、その全体状況の把握を進め、地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像及び費用推計を総合的に整理する。


高齢化等に伴う増 １％相当


制度改革に伴う増 １％相当


年金2分の1 １％相当


（※） 成案においては、「2010年代半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を10％まで引き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源を確保する」とされている。







消費税収（国･地方）の社会保障財源化・区分経理のイメージ （参考）


歳 出 歳 入


＜ 現状のイメージ ＞


歳 出 歳 入


＜ 将来のイメージ＞


社会保障給付
公費負担
（国・地方）


基
礎
的
財
政
収
支
対
象
経
費
（
国
・
地
方
）


社会保障給付
公費負担
（国・地方）


PB赤字
（国・地方）


その他の歳出


消費税収
（国・地方）


その他の
税収等


その他の歳出


税収等


その他の税収の確保
や歳出削減によりPB
赤字（国・地方）解消


消費税収
（国）


将来的には、社会保障
給付にかかる公費全体
について、消費税収
（国・地方）を主たる財
源として安定財源を確
保することによって、社
会保障制度の一層の安
定・強化につなげていく。
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社会保障・税一体改革について


平成23年12月７日
総 務 省


平成21年度税制改正法 附則第104条
地方法人特別税等に関する暫定措置法







○ 地方法人特別税等に関する暫定措置法（平成20年法律第25号）（抄）


（趣旨）
第１条 この法律は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、
法人の事業税（地方税法（昭和25年法律第226号）の規定により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。以下同じ。）
の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府
県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。


○ 所得税法等の一部を改正する法律（平成21年法律第13号） 附則 （抄）


（税制の抜本的な改革に係る措置）
第104条 ３ 第１項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。


七 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消
費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地
方税体系の構築を進めること。


税制抜本改革の方向性（「地方法人課税のあり方の見直し」）


Ⅳ 税制全体の抜本改革


（５）地方税制


地域主権改革の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税を充実するとと
もに、地方法人課税のあり方を見直すことなどにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築する。ま
た、税制を通じて住民自治を確立するため、現行の地方税制度を「自主的な判断」と「執行の責任」を拡大する方向で改
革する。


社会保障・税一体改革成案（平成23年６月30日 政府・与党社会保障改革検討本部決定）
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１ 制度創設（平成20年度改正）時の、平成20年度当初の税収見込みをもととした地方法人特別


税・譲与税の規模（平年度化後）。


２ 地方法人特別税（国税）は、都道府県が、法人事業税と併せて賦課徴収。


３ 地方法人特別税の課税標準は、法人事業税（所得割・収入割）の税額（標準税率分）。


４ 都道府県が賦課徴収した地方法人特別税の税収は、その全額を、地方法人特別譲与税とし


て、都道府県に譲与。


(注)


法
人
事
業
税


（改正前）


賦課徴収し
たそれぞれ
の都道府県
の税収へ


地
方
法
人


特
別
税（


国
税
）


（改正後）


法
人
事
業
税


地
方
法
人


特
別
譲
与
税


2.6兆円


（地方消費税１％相
当）


１／２ 人口
１／２ 従業者数


により按分・譲与(注4)


賦課徴収し
たそれぞれ
の都道府
県の税収


へ


(注2)


(注3)


3.2兆円


(注1)


制度創設時


制度創設時


※平成20年10月1日より施行


※ 地方消費税交付金の
交付基準と同様


地方法人特別税・譲与税について


＜問題の所在＞
地方法人特別税・譲与税（H２０年度創設）は、「税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が


行われるまでの間の措置」＜暫定措置法１条＞。


制度創設時の想定 Ｈ２３地財


地方消費税１％相当額 ２６,０００ ２５,６９１


地方法人特別税・譲与税の規模 ２６,０００ １５,６４１


減収となる団体の影響額 ▲３，９８６ ▲２，１４８


東京都 ▲３，１９７ ▲１，８８９


愛知県 ▲４１４ ▲２６


大阪府 ▲２６５ ▲１６５


地方再生対策費 ４,０００ ３,０００


（単位：億円）


税源の偏在是正の観点から、
制度創設時において、地方消費税１％分に相当す
る法人事業税を、地方消費税交付金の交付基準と
同じ基準で譲与することとしたもの


一体改革と併せて取扱いを検討する必要。
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○国・給与所得控除の上限設定                


○国・特定支出控除の見直し 


・個人住民税における成年扶養控除(33 万円)の縮減（低所得者・障害者等は存続）等 


 


・個人住民税における退職所得の 10％税額控除の廃止 


23 年度地方税改正法案の扱いについて
（平成 23 年 11 月 10 日 民主党・自由民主党・公明党 税制調査会長） 


○国・実効税率を 5％引下げ（法人税率 30％→25.5％） 


○国・課税ベースの拡大等  －減価償却の見直し 


－欠損金繰越控除の見直し 等  法人税の改正が自動影響 


○国・中小法人に対する軽減税率の引下げ（18%→15%）    （地方法人課税の税収は中立）


○国・中小企業関係租特の見直し 


※法人実効税率の引下げと課税ベースの拡大に伴う都道府県と市町村の増減収を調整するた


め、道府県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲 


所得税の改正が自動影響 


法人課税 


個人所得課税 


 


・税務調査手続：現行の運用上の取扱いを「法令上明確化」 


          


・国税の見直しにあわせた更正の請求期間の延長、理由附記等 


納税環境整備 


施行期日の修正 
(24.1.1→25.1.1) 


 


政府修正案どおり 


 


法案から削除 


政府修正案 
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参 考 資 料
（地方税関係）


平成23年12月７日
総 務 省
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Ⅰ 地方税制の現状
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（注１）　表中における計数は、超過課税及び法定外税等を含まず、地方法人特別譲与税を含む。


（注２）　平成21年度までは決算額、22年度は決算見込額、23年度は地方財政計画額である。


地方税収の推移


30.9
32.5


34.1 33.7
32.9


32.0
33.1


34.5
35.6 35.4


34.5 35.0 35.0


32.9 32.2
33.0


34.2
35.8


39.5
38.9


35.3 35.0 35.0


20


25


30


35


40


45


元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


兆円


見込 計画


約３兆円の


税源移譲


2







（注）１　各税目の％は、それぞれの合計を100％とした場合の構成比である。


　　　２　国税は予算額（特別会計を含む）、地方税は、超過課税及び法定外税を含まない。


　　　３　国税は地方法人特別税を除いた額、地方税は地方法人特別譲与税を加えた額である。


〔
地
方
税
内
訳
〕


国税・地方税の税収内訳（平成23年度予算・地方財政計画額）


個人市町村民税


34.1％


67,811億円


個人


道府県民税


31.0％


46,767億円


個人住民税


32.8％


114,578億円


所得税


32.4％


134,900億円


法人市町村民税


8.2％


16,447億円


地方


法人二税


28.8％


43,348億円


地方法人二税


17.1％


59,795億円


法人税


18.7％


77,920億円


地方消費税


17.1％


25,691億円


地方消費税


7.3％


25,691億円


消費税


24.5％


101,990億円


固定資産税


44.6％


88,792億円


固定資産税


25.4％


88,792億円


自動車税


10.6％


15,947億円


軽油引取税


5.8％


8,742億円


都市計画税


6.2％


12,367億円


その他


6.9％


13,668億円


その他


6.7％


10,098億円


その他


17.4％


60,822億円


その他


24.4％


101,842億円


0 100,000 200,000 300,000 400,000１０兆円 ２０兆円 ３０兆円 ４０兆円


・法人住民税 6.5％ 22,684億円


・法人事業税 10.6％ 37,111億円


(うち地方法人特別譲与税 15,641億円)


・揮発油税 29,158億円
(地方揮発油税を含む)


・相続税 14,230億円


・酒税 13,480億円


・印紙収入 10,570億円


・たばこ税 8,160億円
（このほか、たばこ特別税 1,262億円）


・自動車税 15,947億円


・都市計画税 12,367億円


・地方たばこ税 9,614億円


・軽油引取税 8,742億円


国 税


416,652億円


地方税合計


349,678億円


道府県税


150,593億円


市町村税


199,085億円


〔
地
方
税
内
訳
〕


3







　　　　　　　（備考）　１　計数は、超過課税及び法定外税等を含まず、地方法人特別譲与税を含む。
         　　　　　　　　 ２　平成21年度までは決算額、22年度は決算見込額、23年度は地方財政計画額である。
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見込


２３


計画


主要税目（地方税）の税収の推移


地方法人二税


個人住民税


固定資産税
地方消費税


（兆円）


所得譲与税
3.0兆円
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70.0
71.4


89.2
67.9
73.6
83.9
93.5
98.6
92.6
92.3
96.0


167.5
109.6


86.6
92.2
95.8
97.9


89.0
87.8
90.8
104.1
116.5


96.5
94.0
99.3
105.8


96.4
77.4
77.4
73.3
73.6


90.1
97.2


87.3
81.7
88.7


78.3
69.8


88.1
75.6
69.1
70.4
79.1


69.5
68.7
62.7


100.0
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全国


地方税計 地方法人二税 固定資産税


人口一人当たりの税収額の指数（平成21年度決算）


最大／最小：２．７倍


３５．４兆円


最大／最小：６．１倍


４．８兆円
最大／最小：２．３倍


８．９兆円
※「最大／最小」は、各都道府県ごとの人口１人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値である。


（注１） 地方税収計の税収額は、地方法人特別譲与税の額を含み、超過課税、法定外普通税及び法定外目的税を除いたものである。また、地方消費税清算後の数値である。


（注２） 個人住民税の税収額は、個人道府県民税（均等割及び所得割）及び個人市町村民税(均等割及び所得割）の合計額であり、超過課税分を除く。


（注３） 地方法人二税の税収額は、法人道府県民税、法人市町村民税及び法人事業税の合計額であり、超過課税分を除く。


（注４） 固定資産税の税収額は、道府県分を含み、超過課税分を除く。


（注５） 人口は、平成22年３月31日現在の住民基本台帳人口による。


74.8
59.5
63.0


80.7
59.0
66.2
69.8


89.7
90.3
85.7


109.3
114.3


165.7
134.3


75.4
88.9
88.5
86.1
83.2
82.4
89.5
102.5


120.1
94.1
95.6
96.6
96.8
100.9
95.6


71.7
66.7
67.9


83.2
94.0


81.4
72.2
82.2


70.0
65.8


82.9
66.4
65.3
65.5
69.0


60.8
61.6


54.2
100.0


0 50 100 150 200


北海道


青森県


岩手県


宮城県


秋田県


山形県


福島県


茨城県


栃木県


群馬県


埼玉県


千葉県


東京都


神奈川県


新潟県


富山県


石川県


福井県


山梨県


長野県


岐阜県


静岡県


愛知県


三重県


滋賀県


京都府


大阪府


兵庫県


奈良県


和歌山県


鳥取県


島根県


岡山県


広島県


山口県


徳島県


香川県


愛媛県


高知県


福岡県


佐賀県


長崎県


熊本県


大分県


宮崎県


鹿児島県


沖縄県


全国


69.4
57.4
53.7


92.2
51.6
53.6


77.9
87.1
85.6


77.2
64.6
71.7


264.1
84.2
82.0
80.6
87.6
97.0


76.0
67.8
73.1
86.7


106.4
74.8
77.4


116.3
123.9


79.3
43.0


70.1
62.2
66.2


86.9
98.8


84.7
76.2


104.2
82.8


53.6
86.0


69.8
59.9
53.9
67.7


58.5
51.9
58.8


100.0


0 50 100 150 200 250 300


北海道


青森県


岩手県


宮城県


秋田県


山形県


福島県


茨城県


栃木県


群馬県


埼玉県


千葉県


東京都


神奈川県


新潟県


富山県


石川県


福井県


山梨県


長野県


岐阜県


静岡県


愛知県


三重県


滋賀県


京都府


大阪府


兵庫県


奈良県


和歌山県


鳥取県


島根県


岡山県


広島県


山口県


徳島県


香川県


愛媛県


高知県


福岡県


佐賀県


長崎県


熊本県


大分県


宮崎県


鹿児島県


沖縄県


全国


103.7
96.8
96.0
100.8
97.0
94.7
95.3
93.1
102.8
100.0


86.3
85.7


134.0
88.8
99.3
94.9
103.0
102.6
102.1
106.1


97.3
105.5
107.8


92.3
87.2


108.8
105.8


90.9
79.9
83.8


99.2
97.3


88.8
99.8


83.4
91.9
98.2


88.9
95.9
100.2
93.6
93.2
97.7
95.1
95.8
91.0


78.3
100.0


0 50 100 150 200


北海道


青森県


岩手県


宮城県


秋田県


山形県


福島県


茨城県


栃木県


群馬県


埼玉県


千葉県


東京都


神奈川県


新潟県


富山県


石川県


福井県


山梨県


長野県


岐阜県


静岡県


愛知県


三重県


滋賀県


京都府


大阪府


兵庫県


奈良県


和歌山県


鳥取県


島根県


岡山県


広島県


山口県


徳島県


香川県


愛媛県


高知県


福岡県


佐賀県


長崎県


熊本県


大分県


宮崎県


鹿児島県


沖縄県


全国


74.7
73.1
75.6
86.1


71.2
75.8


92.4
96.4
105.0
101.3


88.3
91.1


154.6
105.2


92.9
98.6
98.2


112.1
97.2
94.7
94.0


111.4
118.7


108.8
100.6
94.4
107.1


99.4
71.2
81.0
78.3
77.5


93.0
99.2
94.7
93.5
88.5
87.7


75.9
88.0


79.1
67.8
71.4


86.3
70.6
72.4
71.6


100.0


0 50 100 150 200


北海道


青森県


岩手県


宮城県


秋田県


山形県


福島県


茨城県


栃木県


群馬県


埼玉県


千葉県


東京都


神奈川県


新潟県


富山県


石川県


福井県


山梨県


長野県


岐阜県


静岡県


愛知県


三重県


滋賀県


京都府


大阪府


兵庫県


奈良県


和歌山県


鳥取県


島根県


岡山県


広島県


山口県


徳島県


香川県


愛媛県


高知県


福岡県


佐賀県


長崎県


熊本県


大分県


宮崎県


鹿児島県


沖縄県


全国


個人住民税 地方消費税（清算後）


最大／最小：３．１倍


１２．２兆円


最大／最小：１．７倍


２．４兆円


5







 


119.4
107.7


90.9
103.3


91.9
87.1


101.5
102.7
103.4
99.5


92.2
94.3


118.4
91.0
94.8
91.0
100.2


94.8
99.9


85.9
87.0
97.3
100.3


93.7
106.8


96.9
119.1


88.5
77.0


96.5
91.4


82.3
93.4
90.6
89.5
93.8
96.1
91.0
96.9
103.8
99.3


91.9
93.2
97.5
95.0
90.0
98.6
100.0


0 50 100 150 200


北海道


青森県


岩手県


宮城県


秋田県


山形県


福島県


茨城県


栃木県


群馬県


埼玉県


千葉県


東京都


神奈川県


新潟県


富山県


石川県


福井県


山梨県


長野県


岐阜県


静岡県


愛知県


三重県


滋賀県


京都府


大阪府


兵庫県


奈良県


和歌山県


鳥取県


島根県


岡山県


広島県


山口県


徳島県


香川県


愛媛県


高知県


福岡県


佐賀県


長崎県


熊本県


大分県


宮崎県


鹿児島県


沖縄県


全国


地方たばこ税 軽油引取税


人口一人当たりの税収額の指数（平成21年度決算）


最大／最小： １．６倍


１．０兆円


最大／最小：３．３倍


０．９兆円
（注1） 地方たばこ税の税収額は、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の合計額である。


（注2） 自動車税の税収額は、超過課税分を除く。


（注3） 軽油引取税の税収額は、普通税・目的税の合計額である。


（注4） 人口は、平成22年3月31日現在の住民基本台帳人口による。


（注5） （参考）は平成19年度の人口1人あたりの県内総生産額である。
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島根県


岡山県


広島県


山口県


徳島県


香川県


愛媛県


高知県


福岡県


佐賀県


長崎県


熊本県


大分県


宮崎県


鹿児島県


沖縄県


全国


自動車税 （参考）県内総生産(平成19年度）


最大／最小： ２．０倍


１．７兆円
最大／最小：２．８倍


５２０．３兆円
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Ⅱ 地方消費税
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項 目 内 容


１．課税主体 都道府県


２．納税義務者
（譲渡割）
（貨物割）


課税資産の譲渡等（役務の提供を含む）を行った事業者
課税貨物を保税地域（外国貨物を輸入申告前に蔵置することのできる場所）から引き取る者


３．課税方式
（譲渡割）
（貨物割）


当分の間、国（税務署）に消費税と併せて申告納付（本来は都道府県に申告納付）
国（税関）に消費税と併せて申告納付


４．課税標準 消費税額


５．税 率 １００分の２５（消費税率換算１％）


６．税 収
（平成21年度決算額）


２４，１３１億円


７．清 算


国から払い込まれた地方消費税相当額について、最終消費地に税収を帰属させるため、
消費に関連した基準によって都道府県間において清算


８．交 付 金


税収（清算後）の２分の１を市町村に交付。人口と従業者数であん分。


地方消費税の概要


指 標 ウェイト


「小売年間販売額（商業統計）」と「サービス業対個人事
業収入額（サービス業基本統計）」の合算額


6/8


「人口（国勢調査）」 1/8


「従業者数（事業所・企業統計）」 1/8


指 標 ウェイト


「人口（国勢調査）」 1/2


「従業者数（事業所・企業統計）」 1/2


8







地方消費税の現状等について


現状


参考


地方交付税分
１．１８％


地方消費税
１％


（２．４兆円 ※）


地方


【５６．４％】 【４３．６％】


消 費 税
４％


○ 地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、消費譲与税に代えて、消費に広く負担を求める地
方消費税を道府県税として創設することにより地方税源の充実を図ることとし、あわせて税制改革
に伴い、消費税に係る地方交付税の率を引き上げる


【地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由説明（第131回国会）（平成６年10月）（抄）】


５％ ※平成21年度 決算額


国


２.８２％相当 ２.１８％相当
※ 地方消費税の１／２は
人口と従業者数に応じて
市町村に交付


○ 地方消費税は消費税の２５％（税率にして１％相当）。
○ 消費税の２９．５％は、地方交付税の原資とされている。
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Ⅲ 地方単独事業に関する調査結果
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１．経緯


８月12日 国と地方の協議の場において、「社会保障・税一体改革分科会」を設置


11月17日 社会保障・税一体改革分科会（第１回）を開催


・総務省から、地方単独事業調査結果（総額6.2兆円）を説明


・国側と地方側で意見交換


２．参加者（11月17日）


（国側） （地方側）


会長 藤村 修 内閣官房長官 副会長 中村 時広 愛媛県知事


会長代行 川端 達夫 内閣府特命担当大臣（地域主権推進） 委員 林 正夫 広島県議会議長


古川 元久 社会保障・税一体改革担当大臣 大西 秀人 高松市長


委員 黄川田 徹 総務副大臣 水野 淳 八王子市議会議長


五十嵐文彦 財務副大臣 汐見 明男 京都府井手町長


大串 博志 内閣府大臣政務官 松本 宗弘 奈良県田原本町議会議長


辻 泰弘 厚生労働副大臣


国と地方の協議の場「社会保障・税一体改革分科会」
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Ⅱ 社会保障費用の推計


２ 社会保障給付にかかる公費（国・地方）全体の推計


社会保障給付にかかる現行の費用推計については、そのベースとなる統計が基本的に地方単独事業を含んでおらず、


今後、その全体状況の把握を進め、地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像及び費用推計を総合的に整理する。


Ⅲ 社会保障・税一体改革の基本的姿


１ 社会保障の安定財源確保の基本的枠組み


(１) 消費税収を主たる財源とする社会保障安定財源の確保


消費税収（国・地方）については、このうち国分が現在予算総則上高齢者三経費に充当されているが、今後は、高齢者三


経費を基本としつつ、「制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に


要する費用」（「社会保障四経費」、平成21年度税制改正法附則104条）に充当する分野を拡充する。社会保障の安定財源


確保に向けて、消費税収の規模とこれらの費用の関係を踏まえ、国・地方合わせた消費税収の充実を図る。


(3) 国・地方を通じた社会保障給付の安定財源の確保


地域住民に身近なところでサービスを設計し、実行する地方自治体の役割は極めて重要であり、地方による分権的な社会


保障は、社会保障の信頼を大きく高める。現行分の消費税収（国・地方）についてはこれまでの経緯を踏まえ国・地方の配分


（地方分については現行分の地方消費税及び消費税の現行の交付税法定率分）と地方分の基本的枠組みを変更しないこと


を前提として、引上げ分の消費税収（国・地方）については（１）の分野に則った範囲の社会保障給付における国と地方の役


割分担に応じた配分を実現することとし、国とともに社会保障制度を支える地方自治体の社会保障給付に対する安定財源


の確保を図る。


Ⅴ 社会保障・税一体改革のスケジュール


社会保障・税一体改革にあたっては、「国と地方の協議の場」で真摯に協議を行い、国・地方を通じた改革の円滑か


つ着実な推進を図る。


（参考） 社会保障・税一体改革成案（平成23年６月30日政府・与党社会保障改革検討本部決定）抜粋
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１．趣旨


社会保障・税一体改革成案（平成２３年６月３０日政府・与党社会保障改革検討本部決定）に記載された「社会保障給付の
全体像及び費用推計の総合的な整理」の基礎資料とするため、平成２２年度決算における社会保障関係の地方単独事業※
を調査。
※ 地方単独事業：国庫からの補助を受けずに地方公共団体が単独で実施する事業。本調査では、平成２２年度決算統計の民生費（災害救助費


を除く。）、衛生費（清掃費を除く。）、労働費、教育費のうち、地方公共団体から、「総合福祉」、「医療」、「介護・高齢者福祉」、
「子ども・子育て」、「障害者福祉」、「就労促進」、「貧困・格差対策」に該当するものとして報告があった金額を集計。


２．調査対象団体


・全都道府県


・被災市町村を除く全市町村・特別区
※ 被災市町村は被災３県の特定被災地方公共団体（９５市町村）
※ 被災市町村分は、人口比（３．８１％）を用いて機械的に算出


３．除外事業


・乳幼児医療費助成（義務教育就学後分）、敬老祝金等敬老事業、職員分の子ども手当、本庁人件費、投資的経費、
貸付金・積立金、公害関係、環境衛生関係、災害救助関係


・厚生労働省が集計・公表している「社会保障給付費」（平成２２年度予算）に計上されている事業


４．調査結果


６．２兆円 （内訳は別紙）


＜社会保障・税一体改革成案抜粋＞


Ⅱ 社会保障費用の推計


２ 社会保障給付にかかる公費（国・地方）全体の推計


○ 社会保障給付にかかる現行の費用推計については、そのベースとなる統計が基本的に地方単独事業を含んでおらず、今後、その全体状況の


把握を進め、地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像及び費用推計を総合的に整理する。


地方単独事業に関する調査結果


※本調査結果を基礎資料とし、今後、成案を踏まえ、地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像及び費用推計を総合的に整理することとなる。
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注２ 調査対象団体は、全都道府県及び被災三県の特定被災地方公共団体（９５市町村）を除く全市町村・特別区である。


注３ 調査対象外団体分（９５市町村分）は、人口比（３．８１％）に応じて機械的に算出し、計上している。


注４ 乳幼児医療費助成（義務教育就学後分）、敬老祝金等敬老事業、職員分の子ども手当、本庁人件費、投資的経費、貸付金・積立金、公害関
係、環境衛生関係、災害救助関係、厚生労働省が集計・公表している「社会保障給付費」（平成２２年度予算）に計上されている事業は除外。


地方単独事業（平成２２年度決算）調査結果


項 目 地方負担
都道府県 市区町村


１ 総合福祉 ２，１４２ ４９９ １，６４３


２ 医療 ２６，９７８ ７，５１３ １９，４６５


３ 介護・高齢者福祉 ７，０８８ ９５６ ６，１３２


４ 子ども・子育て １７，２００ ３，３８３ １３，８１７


５ 障害者福祉 ５，８３３ ２，５５６ ３，２７７


６ 就労促進 ５８８ ３４１ ２４７


７ 貧困・格差対策 ２，３８１ ２３７ ２，１４４


合 計 ６２，２１０ １５，４８５ ４６，７２５


注１ 金額は一般財源ベースである。


（単位：億円）


注５ 本調査結果は、平成２２年度決算統計の民生費（災害救助費を除く。）、衛生費（清掃費を除く。）、労働費、教育費のうち、地方公共団体から、
上記の項目に該当するものとして報告があった金額を、総務省において集計したものである。
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Ⅳ 番号制度
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○ 社会保障 ・ 税に関わる番号制度については、本年 6月末の 「社会保障・税番号大綱」 に沿って、 「可能な限り早期」に「番号法


案」（仮称）を国会に提出すべく、準備が行われている状況。


番号大綱における税務分野関連記述


○税務分野における 「番号」 の利用範囲


・ 「 地方税に関する法令又はこれらに基づく条例の規定により 地
方公共団体に提出する書類への番号の記載及びこれに係る利
用」


・ 「 地方公共団体の職員が適正かつ公平な地方税の賦課及び徴収
のために行う事務に係る利用」


○検討事項 （主なもの）


・ 申告書・法定調書等の記載事項への 「番号」 の追加
・ 「番号」 の記載の具体的な開始時期
・ 「番号」 の告知 ・本人確認に必要な規定の整備
・ 法定調書の拡充
・ 納税者利便の向上策 等


番号制度導入についての今後のスケジュール


（「社会保障・税番号大綱」（平成23年6月30日））


・ 本年秋以降


・ 平成26年6月


・ 平成27年1月以降


可能な限り早期に番号法案及び関連
法案を国会に提出


個人に 「番号」、法人等に 「法人番
号」 を交付


社会保障分野、税務分野のうち可能
な範囲で 「番号」 の利用を開始


○ 番号制度導入に伴い税務分野において必要となる対応については、 「番号法案」 の具体化を受け、政府税制調査会において改


めて検討していただくことが必要。


番号制度導入に伴う税務分野における対応について
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